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飯山線踏切事故の教訓を踏まえ
原因を究明し対策を打ち立てよう！

東日本旅客鉄道労働組合（ＪＲ東労組）

はじめに
　２０１１年２月１日１２時１２分ごろ飯山線　森宮野原～足滝間の大根原踏切で普通列
車と乗用車が衝突し乗用車の運転手が死亡する事故が発生しました。お亡くなり
になった運転手とご家族に哀悼の意を表します。
　本部と新潟地本は事故発生とともに現地にかけつけ、現地調査と組合員との職
場議論を行ってきました。
　今回の事故の直接原因は、手動でしゃ断かんを上昇させ乗用車を踏切内に通
し、当該列車と衝突したことによるものですが、背後要因など多岐にわたってお
り原因を究明し対策を講じていかなければなりません。
　特に飯山線は２０１０年４月に長野支社から新潟支社へ境界変更を行ってきたとこ
ろであり、雪深い現地の特殊な事情、引継ぎの教育のあり方、支社間の連絡体制
及びルール、危機管理体制など多面的に検証していかなければなりません。
　今回、運輸安全委員会から「鉄道事故調査報告書」が出されましたので、それ
を検証し二度と同種事故を発生させないため、全組合員で議論し問題点を確定
し、安全確立に向け、議論を巻き起こしていきましょう。
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鉄道事故調査の経過
鉄道事業者名：東日本旅客鉄道株式会社
事 故 種 類：踏切障害事故
発 生 日 時：平成２３年２月１日　１２時１２分ごろ
発 生 場 所：新潟県中魚群津南町
　　　　　　　飯山線　森宮野原駅～足滝駅間（単線）
　　　　　　　大根原踏切道（第１種踏切道）
　　　　　　　豊野駅起点５１ｋ２１５ｍ付近
� 平成２４年１月３０日
� 運輸安全委員会（鉄道部会）議決

○鉄道事故の概要

報告書【抜粋】（Ｐ１１.１）
��東日本旅客鉄道株式会社の信越線長野駅発飯山線十日町駅行き１両編成の下り普通第１３１
Ｄ列車は、平成２３年２月１日（火）、森宮野原駅を定刻（１２時００分）より約１０分遅れて出発
した。
　列車の運転士は、速度約６０㎞ /hで惰行運転中、前方（前後左右は列車の進行方向を基準
とする）の大根原踏切道内に左側から進入した小型貨物自動車（ライトバン）を認めたため、
直ちに非常ブレーキを使用するとともに汽笛を吹鳴したが間に合わず、列車は同自動車と衝
突し、同踏切道から約７５ｍ行き過ぎて停止した。
　列車には、乗客７名、運転士１名及び保線係員２名が乗車していたが、死傷者はいなかっ
た。同自動車には運転者のみが乗車しており、運転者は死亡した。

時系列・関係者通話内容
７時４５分　本件踏切付近の住民より十日町駅に本件踏切で警報持続発生の連絡を受ける
７時４６分　新潟信号通信指令及び長岡ＭＣの定常状態監視装置で本件踏切故障を検知
７時４７分　十日町駅から飯山線ＣＴＣへ連絡を行う
７時５１分　十日町駅より本件踏切で警報持続発生中との報告を受け、踏切故障通告の打合せを

行う
７時５７分　新潟信通指令より長野支社輸送指令に踏切故障連絡券送付の連絡を行う
８時００分　新潟信通指令は長岡ＭＣへ出動指示を行う

鉄道事故調査報告書
飯山線 森宮野原駅～足滝駅間 踏切障害事故概況
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８時１０分　新潟信通指令は長岡ＭＣより出動報告の連絡がこないため、再度出動指示を行う
８時３５分　長岡ＭＣより車２台に分乗し、５名が出動
８時４７分　作業責任者は新潟信通指令に出動報告を行う
９時１０分　長岡ＭＣより作業責任者に本件踏切警報持続が復旧完了後、十日町駅に連絡して欲

しいことを指示する

９時１２分　飯山線ＣＴＣ指令は新潟信通指令に対して本件踏切到着予定時刻の確認を行う
１０時５７分　作業責任者は長岡ＭＣへ本件踏切の到着を連絡及び本件踏切を通りたいマイクロバ

スがいるので、長岡ＭＣへ列車在線の確認を行い、上り１６６Ｄ列車は十日町駅在線
中と回答を受ける。その後、作業責任者はしゃ断かんを手で上げてマイクロバスを
通した

１１時１分　作業責任者は本件踏切への到着を連絡及び器具箱除雪に時間がかかることを報告す
る

１１時７分　作業員は本件踏切への到着を連絡、本件列車が８分遅れであるとの回答を受ける
１１時９分　新潟信通指令は飯山線ＣＴＣへ踏切故障通告の解除依頼を行う

１１時３０分　作業責任者は長岡ＭＣへＤＰＲリレー（踏切制御子の反応リレー）落下を報告する
１１時３３分　作業責任者は新潟信通指令へＤＰＲリレー（踏切制御子の反応リレー）落下を報告

する
１１時３７分　飯山線ＣＴＣは作業責任者より本件列車の通過後に間合いがあるが、除雪車による

作業があるかもしれないと回答を受ける
１１時４０分　作業責任者は長岡ＭＣへ本件列車の通過後の除雪車の作業について問い合わせを行

う
１１時４４分　長岡ＭＣから作業員へ除雪車の責任者が分からないため、飯山線ＣＴＣに直接連絡

するように回答をする
１１時４９分　作業責任者は長野信通指令へ除雪車の責任車の連絡先を確認する
１１時５６分　作業責任者は除雪車責任者から森宮野原駅から津南駅までの作業計画の回答を受け

る
１１時５８分　新潟信通指令より作業員に本件列車通過後、本件踏切の警報音を止め、遮断かんを

上げることを指示、自動車が来たら通すと回答する。
１２時００分　作業責任者は除雪車の責任者から森宮野原駅から十日町駅までの作業はないとの回

答を受ける
１２時０５分　上り列車（１６６Ｄ）が踏切を通過
１２時１２分　作業責任者に本件自動車運転者から「踏切は通行できないのか」との問いがあった

ため、作業責任者はしゃ断かんを持ち上げ乗用車を踏切内に通した。
作業員は本件列車と本件自動車が衝突したことを報告する

迂回出来ず、マイクロバスを通行させる

信号社員到着後に指令が踏切故障通告を解除

現地へ向かう際十日町への連絡要請を受ける
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運輸安全委員会の報告について

○運転士に通告することに関する情報

報告書【抜粋】（P１４ ２.７.３）
　事故当日は、本件踏切における警報持続が発生した後の７時４６分以降に本件踏切を通過した
２列車（下り普通第１６３Ｄ列車及び上り普通第１６４Ｄ列車）の運転士には踏切故障に関する運転
通告（以下「踏切故障通告」という。）がなされていた。新潟信通指令は、１１時９分ごろに現
地に到着した電気係Ａから、本件踏切に到着した旨の連絡を受けた際に、踏切故障通告の継続
依頼がなかったことから、飯山線ＣＴＣと協議をした。これにより、上り１６６Ｄ列車の運転士
及び本件列車の運転士には、本件踏切が故障中との通告はされなかった。
　同社によれば、踏切故障通告の解除に関しては、規定等はなく、運転指令員は踏切故障通告
の継続依頼がなければ、運転士に通告を行わなくてもよく、踏切故障通告の継続依頼があれば
運転士に通告することになっていた。

○運転通告券の発行に関する分析

報告書【抜粋】（Ｐ23�3.7.2）
　同社によれば、踏切故障通告の解除に関しては、規程等は設けられておらず、運転指令員は
継続依頼があれば踏切故障通告することになっており、継続依頼がなければ踏切故障通告を解
除するという運用が行われてきたとのことである。この運用では、もし踏切故障通告の継続依
頼を失念した場合でも踏切故障通告が解除されることになるため、適切なルールであるとはい
えないものと考えられる。例えば、到着した電気係から現地の踏切保安に関する状況を確認し
た上で踏切故障通告を継続するか又は解除するのか判断を信通指令員が行うなど、運転通告を
行うときと同様に、踏切故障通告の解除に関しても一定のルールを定めておくことが望ましい
と考えられる。
　なお、運転士に踏切故障通告があった際には、本件運転士は実施基準に基づき運転し、当日
の状況のように、積雪等のため見通しが悪いときは、当該踏切の遠くから汽笛を吹鳴させて、
減速し注意して運転を行うと口述している。このことから、もし本件運転士に本件踏切が故障
していたことが通告されていれば、踏切監視をしていた電気係Ａ及び電気係Ｂが汽笛により本
件列車の接近に気付いた可能性や本件運転士が減速し注意して運転を行った可能性があること
から、本事故の被害の軽減につながった可能性もあると考えられる。

運輸安全委員会の報告に基づき
� 原因を究明しよう！
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・踏切故障通告及び解除の規定はなく、ルールが明確でありませんでした。また踏切故障通告の

継続依頼は電気係が行なうものなのでしょうか。さらに全支社が統一の取扱いとなっているの

か検証しなければなりません。

・踏切故障時の取扱いが指令、乗務員、設備・電気社員、または支社ごとの認識が一致していた

のでしょうか。

○踏切故障等の異常時における教育

報告書【抜粋】（P15�2.7.4）
　踏切故障等の異常時における作業については、規定等はなく、各設備の復旧作業等で注意す
る項目はＯＪＴによる訓練を行っており、対応に苦慮した際には、新潟信通指令が助言や復旧
要員の追加呼出し等の支援を行っているとのことであった。

○教育及び踏切監視員の資格等に関する情報

報告書【抜粋】（P19�2.8.1）
　同社によれば、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づき関東運輸局長に届け出
ている「実施基準管理規定」の第１０条２項により保守等に従事する係員の教育及び訓練を毎年
実施しており、直近においての教育内容としては、線路閉鎖工事手続及び触車事故防止等に関
する事柄であった。また、新潟信号通信技術センター主催の「過去の事故防止対策の再指導」
が偶数月に計画されており、平成２２年は踏切に関するものは、年４回行っており、過去の事故
事例を基に繰り返し指導を行うことや最近の事故情報を基に各自の職場にて検討を行うなどの
取組みを実施しているとのことであった。
　また、踏切監視等に関する教育については、関係する社内通達が発出されたときに、周知す
ることや事故事例を基に同種事故防止のための教育を行っているとのことであった。

・踏切故障時の取扱いについてのＯＪＴ教育は具体的に行われているのでしょうか。検証しなけ

ればなりません。また、指令の支援・連携体制が確立されているのでしょうか。

○踏切故障時等に自動車等を通行させる取扱いに関する情報

報告書【抜粋】（P16��2.7.6）
　踏切故障時等に自動車等を通行させる取扱いについては同社の社内通達により決められてお
り、概略は次のとおり定められている。なお、計画的な作業と踏切故障等の異常時における作
業については、取扱いに差がないとのことであった。
⑴　遮断かんを常に下ろして自動車等の通行抑止を行っているとき、線路閉鎖の承認を取ら

Point

Point
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ず、列車見張員を配置した場合、踏切監視員は、自動車等が来たときのみ列車見張員に列
車接近状況の確認を行い、列車の接近がないことの確認が取れれば、遮断かんを上げて自
動車等を通行させる方法。

⑵　遮断かんを常に下ろして自動車等の通行抑止を行っているとき、線路閉鎖の承認を取ら
ず、列車見張員を配置しない場合、踏切監視員は、自動車等が来たときのみ列車在線確認を
行い、列車の接近がないことの確認が取れれば、遮断かんを上げて自動車を通行させる方法

⑶　線路閉鎖の承認を取り、列車抑止を行い、遮断かんを常に上げて、自動車等を通行させ
る方法

⑷　線路閉鎖の承認を取らず、特殊信号発光機を線路上に設置し、特殊信号発光機を点滅さ
せて列車抑止を行い、遮断かんを常に上げて、自動車を通行させる方法。

　本事故時は、本件踏切で警報持続が発生しており、異常時対応のため列車見張員を配置する
ことができない状況であったため、電気係Ａが判断した自動車等を通行させる取扱いは、上記
⑵に該当するとのことであった。
　なお同社によれば、踏切監視員は、原則２名以上配置することとしており、踏切の両側に踏
切監視員が配置されている場合は、どちらか一方の踏切監視員が列車在線確認を行い、他方に
伝えることになっていた。

　【重要】（別表１参照）
　運輸安全委員会の報告書（P16�2.7.6）には、「踏切故障時等に通行させる取扱い
について」は社内通達により決められているとされています。その通達とは本社より
平成20年2月５日に出された「本電334号」です。
　「本電334号」に具体的に示されているものは、踏切監視員及び踏切警備員の定義、
踏切警報機の一時使用停止を伴う工事等における保安要員の配置等となっており、あ
くまで工事におけるもので踏切故障時を想定した文書ではないのではないでしょうか。

・踏切故障時に自動車を通行させる取扱いについて社内通達で定められていることを私たちは認

識していたのでしょうか。また、「本電３３４号」の通達が「踏切故障時に自動車を通行させ

る取扱い」と合致しているのか検証が必要です。

・踏切故障時に踏切監視員を原則２名配置したり、迂回案内要員など、任務分担を着実に行なう

よう教育されているのでしょうか。また、担当に指名されれば、他の作業を行わず、その任務

に徹底する体制や要員確保されているのでしょうか。検証が必要です。

・上記の⑴から⑷が現場に合致したルールであるか検証が必要です。

Point
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○本件踏切で警報持続が発生したことに関する情報

報告書【抜粋】（P18�2.7.10）
　同社の本事故後の調査によると、器具箱と踏切制御子が設置されている警報開始点Ｄとを接
続するケーブルが雪圧等の影響により破断をしたことにより、リレー（踏切制御子の反応リ
レー）が落下した状態のままとなったため、本件踏切で警報持続が発生するとともに遮断かん
が降下したとのことであった。
　このケーブルは約３０年前に敷設されたものであり、同社の取替え基準は約３０年としているが、
劣化度の判断結果により、取替え時期を調整しているとのことであった。

・現場の予算要求に対して老朽取替や設備強化が進んでいたのでしょうか。また、支社間の境界

変更での引継ぎ、教育は充分であったのか検証しなければなりません

○最近の新潟支社管内での踏切故障等に関する情報

報告書【抜粋】（P１７�２.７.８）
　同社によれば、飯山線の新潟支社管内において、踏切故障等及び雪害による列車の長時間停
車等により警報持続が発生して遮断かんが下りた事象が、平成２２年４月１日から平成２３年１月
３１日まで２６回発生している。その内訳としては、踏切故障等に関するものが８回及び雪害によ
る列車の長時間停車等に関するものが１８回あった。
　警報持続が発生して遮断かんが下りると、新潟信通指令及び十日町駅に対しての通行ができ
ない苦情が寄せられることが多く、個別の電話で苦情対応をするため、新潟信通指令から十日
町駅に対して不具合事象及び原因の説明を行う必要があり、専門的な知識が必要である場合は、
書面にて回答することもあるとのことであった。また、地域の窓口である警察署及び役所等に
説明を行うこともあるとのことであった。なお、本件踏切付近の住民からは、警報持続の発生
によるもの及び通行ができないとの苦情を受けたことはないとのことであった。
　同社によれば、警報持続の発生による踏切付近の住民及び自動車等が通行できないことによ
り通行者から苦情を受けることは経験しており、電気係Ａ及び電気係Ｂは、通行車から抗議を
強く受けることが幾度となくあった。

○新潟信通指令と電気係Ｂとの通信履歴等に関する情報

報告書【抜粋】（P１７�2.7.９）
　⑴　通信履歴の内容

１１時５８分に行われた新潟信通指令と電気係Ｂとの間の通信履歴によれば、概略次のとお
りであって

　新潟信通指令：本件列車が本件踏切を通過したら、しばらくは列車が来ないので警報音を止

Point
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め、遮断かんを上げてくれ。
本件踏切の警報音を鳴動させたままの状態では近隣住民から苦情が寄せられ、
新潟信通指令から十日町駅に対して書面にて回答する必要がある。

　　　電気係Ｂ：本件踏切に自動車が来ないで警報音を鳴動させていた。自動車が来たら通し
ます。

　⑵　同社による確認
　同社によれば、上記⑴の判断に至った状況については、概略次のとおりであった。
新潟信通指令は、踏切故障等が発生すると、警報持続となり遮断かんが下がるので、十
日町駅に対して通行ができないことに対する苦情が寄せられることが多く、新潟信通指
令から十日町駅に対して不具合事象等を書面にて回答する必要があるため、できるだけ
苦情を受けないようにしたい考えがあったことである。また、自動車等を通行させる際
には列車在線確認することが必要であると考えていたとのことである。
　また、電気係Ｂが、本件列車が本件踏切を通過した後でなく、上り１６６Ｄ列車が通過
した後に警報音を止めたことについては、近隣住民への迷惑を少しでも減らして苦情が
こないようにという考えや周辺が静かになれば本件踏切の故障原因究明のための打合せ
が容易にでき、また、周囲の気配も察知できるとの考えがあったとのことである。

○通行者への配慮等に関する分析　

　報告書【抜粋】（P21�3.4）
　電気係Ｂと新潟信通指令との会話で新潟信通指令が、警報持続のままだと近隣住民から苦情
がくるので、本件列車が本件踏切を通過したら警報音を止め、遮断かんを上げてくれと指示を
していたことにより、通行車から抗議を受けた経験のある電気係Ｂには、本件踏切を通行する
自動車等から抗議を受けないようにしないといけないという考えが生まれた可能性があると考
えられる。
　新潟信通指令は、近隣住民から苦情が寄せられると、新潟信通指令から十日町駅に対して書
面にて回答する必要があるため、苦情を受けたくないとの考えがあったと考えられる。また、
新潟信通指令から指示したことについては、列車在線確認を行わなくても良いという意図は含
まれていないものと考えられ、安全が確保されることを前提として行われたものであり社内通
達を逸脱するものとは言えないと考えられる。

・冬期における要員体制、現地にかけつける体制が整えられていたのでしょうか。また、除雪の

あり方は適切であったのか検証しなければなりません。

・十日町への苦情対応について苦慮している状況が見うけられますが、具体的な対策が検討され

改善されていたのでしょうか。また、あくまでも安全第一の教育が充分になされていたのか検

証しなければなりません。

Point
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○所見

　報告書【抜粋】（P26�5）
　本事故は、鉄道事業者はもとより通行者にとって重要であり、かつ、横断等にあたっては最
も注意を要する施設である踏切において、発生したものである。
　同社は、以下の考え方を踏まえて同種の事故の再発防止対策等を進めていく必要がある。
　⑴　安全意識は、日頃からの教育及び実際の現場での作業等により身に付くものであるため、

保守等に従事する係員の教育や訓練及び定例会議等について安全確保のための基本動作
を繰り返し徹底させ、また、ときには訓練設備の利用及び実地訓練を行うなどして、十
分にその動作を定着させる必要がある。その際には、踏切監視を行う担当者同士が、列
車在線状況の確認を行ったことを相互に確認し合うなどお互いにヒューマンエラーの発
生を防止し合えるような仕組みについても検討するべきである。

　⑵　踏切は、故障発生時の速やかな対応が必要である保安装置であるため、係員が現場に到
着するまでの所要時間を短縮し、故障の早期復旧を図ることなどにより、通行車への迷
惑を減らす方策などについて検討することが望ましい

・所見⑴で「安全意識は日頃からの教育及び実際の現場での作業等により身に付くもの」と指摘

しているように、支社境界の変更教育、この区間が豪雪地帯であることなど現場の特殊な事情

が考慮された教育が行われていたのか検証が必要です。

・所見⑵で「踏切故障時の速やかな対応が必要であり、係員が現地に到着するまでの所要時間を短

縮し、故障の早期復旧を図るなどにより、通行車への迷惑を減らす方策について検討」が必要

と指摘しています。２０１０年４月の支社境界変更により、保守エリアが変更となり現地に到着する

までの所要時間が拡大をしていることから、足ロスや冬期の体制及び要員の増強について検討

しなければなりません。同時に通行車、通行人への苦情対策についても早急な検討が必要です。

Point



9

　

またもや事故発生！

【新潟支社】踏切で小型雪かき車と自動車が衝突！
１．発生日時　　平成２４年２月２７日（月）　１１時０８分頃　　天候　雪
２．発生場所　　上越線　越後川口～小千谷間　山寺踏切
３．列車影響　　列車影響なし
４．発生事象　　　１０時０５分、越後川口～越後滝谷間下り線の排雪保守用車（以下、MR）に

よる排雪作業のため、小千谷基地線から着手した。１１時０８分頃、排雪作業を
終了し、MRを小千谷基地線に収容するため、小千谷駅の越後川口方山寺踏
切手前に到着、一旦停止して警笛を鳴らし安全確認後に当該踏切に最徐行で
進入した際、進行右側から進入してきたところ、ラッセル翼と自動車が衝突
した。なお、自動車運転者と同乗者に怪我はなかった。

５．付　　記　　⑴　当該踏切は、保守用車通過時は一旦停止する踏切であり、必要に応じて責
任者が降車して安全確認を行う踏切としていた。また、上越線には７３箇
所の踏切があり、内１４箇所に保守用車用踏切制御装置が設置されている。

６．緊急対策　
　⑴　踏切の通過時は一旦停止又は、最徐行し安全を確認し、安全を確認できない、場合は、

降車して保守用車の誘導を行い通過する。
　⑵　保守用車用踏切制御装置を設置し

てある踏切については、必ず保守用
車踏切制御装置を使用する。

　　※緊急対策は２月２７日１７時からの緊
急保線技術センター所長会議で周
知した。

事故後も繰り返される同種事象について！

保守用車用踏切制御装置がすべの踏切に設置されていない
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しゃ断機を上げる事象が発生！

【横浜支社】踏切鳴動持続時の通行者（車）を通行させる事象
１．発生日時　　平成２４年３月１０日（土）　８時３４分頃　　天候　雨
２．発生場所　　南武線　中野島駅　中野島第二踏切　
３．列車影響　　旅客遅延　１本　２分
４．発生事象　　　定常監視にて「南武　中野島第二（電子）ＯＸＲ」発生を検知。その後

輸送指令より「乗務員確認で降下鳴動のまま」の連絡及び、輸送一斉にて
「８４９Ｆ中野島到着の際　４０ｍオーバーラン」の伝達。信号係員が現地出動し、
列車抑止のうえ復帰扱いを行いＯＸＲを回復させ、上下列車で異常のない事
を確認した。踏切情報メモリーを解析したところ、オーバーランにより下り
終止点が動作、退行により一旦踏切が鳴動停止したが、再出発時には上り列
車が接近しており踏切は鳴動状態であった。

５．付　　記　　　踏切故障に伴い警察を要請したが、踏切は交通量が多く踏切で渋滞してい
る車及び通行人を通したいとの警察の強い要請により、2回に渡り列車抑止、
踏切責任者の配置・踏切支障報知等を取扱い踏切遮断棒を上昇させた。

　　　　　　　　9時47分に現地踏切に信号社員が到着し9時50分に回復した。

【飯山線踏切事故との類似点】
・踏切進入の際、列車から車、車から列車が確認しづらい状態であった。
・設備投資が不十分であり、保安装置がすべての踏切に設置されていない状況であっ
た。
・現場に到着する所要時間の拡大により、迂回を要請しても、通行者（車）からの強
い要請によりしゃ断機を上げざるを得ない状況であった。

信号社員到着後３分で鳴動持続が回復
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今後のたたかい

　今回の事故は、指令と乗務員、設備・電気社員の認識のズレから事故に至っています。
また、踏切故障時に車を通行させる取扱いは、支社、系統によってもルールが統一されて
いないことが明らかになりました。ルールの統一はもちろんのこと、安全性をさらに追求
するため踏切故障が回復するまで乗務員への通告を継続させるとともに、故障した踏切を
通過する際は手前で一旦停止するなど、乗務員と設備・電気社員の意思疎通を図ることが
重要です。

　踏切の教育は実施されているものの、故障時に特化した教育については実施されていま
せん。今後は教育のあり方についても見直しが必要です。今回の事故を踏まえ指令と乗務
員、電気・設備社員が連携した訓練や、豪雪地帯における現場の特殊な事情を踏まえた教
育が必要です。

　今回の踏切故障は、設備の老朽化により発生しています。また、当該踏切は支障報知装
置等が設置されておらず、踏切内で異常が発生した場合に列車を停止させる手段がなく、
踏切事故防止の観点からも設備改良が不十分といえます。当該箇所は日本有数の豪雪地帯
でもあり、移動の負担を軽減させることが重要となります。故障はゼロには出来ませんが、
設備強化を行い故障を減少させるため適切な設備投資が必要です。

二度と同種事故を発生させないため
� 対策を打ち立てよう！

踏切故障時のルールについて指令、乗務員、設備・電気社員等の認識
を統一するとともに故障した踏切を通過する際のルールを検討！

踏切故障時及び現場の特殊な事情を踏まえた教育の検討

設備投資計画についての検討
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　踏切故障は、通行者（車）への影響が多大であることから、早期に現地にかけつけるこ
とが重要となります。しかし、冬期は豪雪により現地までの所要時間が拡大します。冬期
においては足ロスを軽減させるための体制の確立と、連日の雪害対応などを考慮し要員の
増強が必要です。

　踏切故障が発生すると、通行者（車）から苦情を受け、故障調査と同時に苦情にも対応
をしなければなりません。昨年から「踏切故障時に自動車を通行させるルール」（別表２
参照）が統一され、原則迂回が基本となりましたが、通行者（車）からの苦情対策につい
ては現場の判断となるケースが多く改善が必要です。現地にかけつける際に迂回要請をス
ムーズに行える体制と同時に、地域住民、さらには通行者（車）に理解を求めるための具
体的な対策の検討が必要です。

　今回の事故は、不正取水により十日町から強い要請を受け急遽行われた、支社境界の変
更（別表３参照）が大きな要因と考えられます。実施までのスケジュールは、２ヶ月とい
う極めて短期間であり、豪雪地帯という特殊な事情や四季を踏まえた教育のあり方など検
証しなければなりません。特に今回の地域は、夏と冬で大きく条件が異なることから、必
要な教育、準備期間がどの程度必要なのか、今後の支社境界変更のあり方についても検討
が必要です。

早期復旧体制の確立と冬期体制、要員の確保についての検討

踏切故障時の通行者（車）からの苦情対策の検討

支社境界変更における準備期間及び教育についての検討
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〈別表1－①〉【本電334号より】
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〈別表1－②〉【本電334号より】
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〈別表－2〉
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〈別表３－①〉
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〈別表３－②〉
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